
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

柔道整復師 ② 13 10

人

人

％

■卒業者に占める就職者の割合

％

（令和 3

5 名 9 ％

経済的支援

制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有

学校法人SOLA沖縄学園経済的支援制度

意欲と能力のある学生が経済的理由により、修学を断念することがないよう、経済的支援（入学金・授業料の一部免除）をすることを目的として

いる。

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象

第三者による

学校評価
■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無 

当該学科の

ホームページ

ＵＲＬ

http://www.sola.ac.jp

中途退学

の現状

■中途退学者 ■中退率

・入学前のオープンキャンパスや保護者説明会において学校生活・教育内容の理解を図る。

・クラス担任による、初期段階での相談体制

・部長、副校長、校長による段階的な指導体制

・成績不振な学生に対する個別補講対応

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいず

れかに該当するか記載する。

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するも

の

③その他（民間検定等）

■自由記述欄

公益社団法人日本柔道整復師会表彰

■就職者数

：
10 人

■就職率　　　　　　　　　： 83

： 62

■その他

・その他：　　4人

就職等の

状況※２

令和3年4月1日時点において、在学者55名(令和3年4月1日入学者を含む)
令和4年3月31日時点において、在学者50名（令和4年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

・学習意欲の喪失、経済的理由

■中退防止・中退者支援のための取組

年度卒業者に関する

令和4年5月1日 時点の情報）

■就職指導内容

就職ガイダンス、企業研究、インターンシップの活用

■卒業者数

：
16

■就職希望者数

：
12

COVID-19感染症拡大のため活動できず学級担任による個人面接の実施、校長を含めた

保護者との面談等を行う。

■サークル活動： 有
■主な就職先、業界等（令和2年度卒業生）

主な学修成果

（資格・検定

等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
接骨院、介護施設、スポーツ関連施設 （令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

長期休み

■夏　 季：9月1日～9月30日

■冬　 季：12月25日～1月4日

■春　 季：3月21日～4月5日

卒業・進級

条件

・進級の認定基準・・・各学年次の授業科目を履修した者は進

級判定会議の議を経て、学校長がこれを決定する。

・卒業の認定基準・・・学科規定の修業年限以上在学し、すべ

ての授業科目の単位の修得と卒業試験の合格が確認されれば、

学校長がこれを決定する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応

学期制度
■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日
成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法

成績評価の基準・・・評価基準は、100点を満点とし、90点以

上をS、80点以上をA、70点以上をＢ、60点以上をC、60点未

満をDと表記し、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とす

る。成績評価は、定期試験、平常の成績、実習等成果により行

う。

90人 56 0人 6人 15人 21人

0時間 793時間
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内数） 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
2829時間 1856時間 0時間 180時間

認定年月日 平成27年12月25日

修業年限
全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数
講義 演習 実習 実験 実技

医療 医療専門課程 柔道整復学科
平成２８年文部科学省

告示第１８号
―

学科の目的
柔道整復師（厚生労働省）認定学科として、柔道整復術の伝統である骨折・脱臼の整復・固定技術を身につけ、また時代の流れに合わせ、最新の知識・技術も

身につけることで、地域医療の一端を担い、医療従事者として責任をもって社会に貢献できる実践的な人材を育てる。

098-898-0701

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人SOLA学園 平成2年2月28日 野村美崎

〒９０１－２２２３

沖縄県宜野湾市大山7-9-8

（電話）

沖縄医療工学院 平成2年2月28日 野村美崎
〒901－2223

沖縄県宜野湾市大山7-10-6
（電話） 098-917-5301

（別紙様式４）

令和4年9月22日

（前回公表年月日：令和3年7月31日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地
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種別

①

③

（年間の開催数及び開催時期）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

・委員会の提言を受け、教育課程のほか講義等において活用した。

・接骨院での臨床実習につき、委員より患者さんに対することのできる必要な知識やマナー、挨拶や話し方、接骨院で行われるよ

うな所作などができるようになっていてほしいとの意見があった。１年次は接遇を組み入れ、２年次には実習前特別講義・テスト

を行った。実技実習は認定実技中心になりがちだが、特に固定について幅広い固定材料など取り入れたことは学習効果を高めるこ

ととなった。

※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。

①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役

職員は該当しません。）

②学会や学術機関等の有識者

③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

（開催日時（実績）

第１回　令和3年9月25日15：00～17：00

第２回　令和4年2月12日15：00～17：00

谷口祐次 沖縄医療工学院　学科長
令和4年4月1～

令和5年3月31日

磯田哲哉 沖縄ホテル観光専門学校　副校長
令和4年4月1～

令和5年3月31日

令和4年9月20日現在

名　前 所　　　属 任期

國吉　正人 公益社団法人　沖縄県柔道整復師会　副会長
令和2年6月22日～

令和4年3月31日

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の

　　編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

柔道整復の実践的かつ専門的な能力（知識・技術等）を育成するために、下記の基本方針に基づき企業等と連携する。

①現代の社会で求められている、また、今後ニーズが高まると予想される柔道整復領域での実践的技能の習得を目的とする。

②社団法人沖縄県柔道整復師学会や講師派遣施術所と教育内容の調整を行い、講師が提供できる知識・技術・技能の内容に即した

授業科目内容等を設定し、実習を中心とする授業形態により実践的な技能の習得を図る。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

①複数名の第三者的視点に立った学外委員との意見交換が期待できるものであり、実践的かつ専門的な職業教育の実施に向け、実

践教育課程の編成に活かすため、次の事項について議論し、学校・学科に提言を行う。

・業界における人材の専門性の動向や地域の産業振興の方向性に関すること

・実務に必要な最新の知識、技術、技能に関すること

・科目シラバスに関すること

・実習、インターンシップ等に関すること等

②教育課程編成委員会の提言を踏まえ、学科会議及び学校教育課程委員会にて検討を行い授業科目の追加や授業内容・方法の改善

を行う。なお、学則変更を伴う教育課程の変更は理事会の決議を必要とする。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

宮城　貴 宮城接骨院 院長
令和元年6月22日～

令和4年3月31日



②指導力の修得・向上のための研修等

日時　令和3年11月13日（土）～14日（日）
一般社団法人　日本柔道整復接骨医学会学術大会　　　場所　帝京平成大学　池袋キャンパス
〒170-8445　東京都豊島区東池袋2-51-4　　柔道整復・接骨医学に関する学理およびその応用に関する研究発表並びに連絡、知識の交換
情報の提供等を行うことにより柔道整復接骨医学に関する進歩普及を図り、学術の発展に寄与することを目的とする

②指導力の修得・向上のための研修等

令和3年度　第63回教員講習会について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社
団法人全国柔道整復学校協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管校　履正社
医療スポーツ専門学校　場所スターゲイトホテル関空エアポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時　令和3年11月27
日（土）から令和3年11月28日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主題「柔道整復が社会に果た
す役割」

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

１．日本柔道整復接骨医学会
　　一般社団法人 日本柔道整復接骨医学会　主管
　　場所　帝京科学大学　千住キャンパス　7号館
　　　　　　　（ハイブリッド（リアル・オンライン）開催）
　　　　　　　〒120-0045　東京都足立区千住桜木2-2-1
　　日時　令和4年 12月 3日（土）～4日（日）
　　大会テーマ　　臨床と学術の融合～Shoulder ver.～

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

①公益社団法人全国柔道整復師学校協会の教員研修会に参加する。
②公益社団法人日本柔道整復技師会等の研修及び研究発表会等に参加する。
③企業等と連携し、外部講師を招き校内において研修する。
④企業等での研修を希望する教員には定期的に日時を設定して研修する。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

臨床実習

古い歴史のある柔道整復術の伝統的なものを重んじながら、さ

らにこれから必要とされる最新の知識、技術を取り入れた柔道

整復師を育成する。実習で学習するまでの間、講義・実技で習

得した知識や技術を、どのように役立たせていくことができる

か、実際に現場で活躍している柔道整復師から直に学習する。

解剖学

柔道整復師としての必要な知識及び技術を習得させるために

は、人体の理解が必要不可欠であります。人体を理解する上で

書物やDVDなど机上の学問だけでは人を理解することが困難で

あるため、ご献体を解剖見学実習することで、人体の畏敬と

いった心のこもった行動がとれる臨床化を育成する。

国立大学法人 琉球大学大学院 医学部

実習の目標や課題を明確にし、実習指導者は到達度・評価を項目別に点数化する。評価法は文書にて作成し、各学生は実習報告会

にその成果と反省課題を発表する。
実際に治癒現場の整骨院で活躍している柔道整復師による実技指導を通して学生が自ら臨床現場で必要とされていることを学び、

更なるモチベーション向上に努める。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

柔道整復師法教育における臨床実習とは、知識・技術の講義や学生相互の実習で行った学内教育と臨床実習の現場で

統合することを目的としている。その実習を通して柔道整復師の役割と責任を深く理解した自覚のある行動実践ができるように

することを目的とする。
（２）実習・演習等における企業等との連携内容



令和４年度　第6４回教員講習会について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社
団法人全国柔道整復学校協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管校　滋慶コ
ミュニケーションアート 名古屋医健スポーツ専門学校　場所　名古屋東急ホテル （〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄４丁目６−８）
日時　2022 年 9 月 18 日（日）～19 日（月・祝）
第1テーマ　 『国家試験受験・合格に向けて』
　　　　　　　　　～模擬試験を活用した学生指導の知識とスキル～
第2テーマ　『電子版　教科書の活用方法』
第3テーマ　『柔道整復師養成施設における柔道指導シンポジウム』
　　　　　　　　　～指導方針と怪我をさせない指導～



種別

企業等委員

企業等委員

https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。

　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
ホームページ

宮城　貴 公益社団法人　沖縄県柔道整復師会　理事
令和2年2月15日～

令和4年3月31日

令和4年9月22日

名　前 所　　　属 任期

國吉　正人 公益社団法人　沖縄県柔道整復師会　副会長
令和2年2月15日～

令和4年3月31日

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校による自主点検・評価を学校関係者委員会に提示し、その結果、関係者委員会よりの評価意見をまとめ新たな改善事項を組織的に検
討し、学校の質保証・向上に努めていく。

①学修成果について
・教員の教育力・指導力を高めるため、学外より講師を招聘し「教育力を高めるAL」、「コーチング」「中途退学者防止」「メンタルヘルスケア研
修」「職場環境改善」等について全専任教員を対象に研修実施。
・学生の募集と受け入れについて、学修内容等のホームページでの情報発信、高等学校等への出張講話などを実施し、職業や学校認知度
の向上を努めている。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

　　　令和4年9月20日現在

（９）法令等の遵守 （９）法令等の遵守

（１０）社会貢献・地域貢献 （１０）社会貢献・地域貢献

（１１）国際交流

（６）教育環境 （６）教育環境

（７）学生の受入れ募集 （７）学生の受入れ募集

（８）財務 （８）財務

（３）教育活動 （３）教育活動

（４）学修成果 （４）学修成果

（５）学生支援 （５）学生支援

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 （１）教育理念・目標

（２）学校運営 （２）学校運営

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。

　　また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

自己評価の客観性を高めるとともに、教職員と学校関係者が学校運営の現状と課題について共通理解を持ち協力することによって、教育活
動その他学校運営の改善が適切に行われるようにすることを目的として学校関係者評価を実施することを基本方針とする。学校関係者評価
は、文科省策定の「専修学校における学校評価ガイドライン」をベースに、全国専門学校経営研究会により協議検討を重ねた「自己点検・評
価基準」を主に、点検基準表を策定し、学校が学校関係者評価委員会の点検・評価を基に作成する。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
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https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/


（３）情報提供方法

ホームページ

https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/

（９）学校評価
（９）学校評価

（１０）国際連携の状況

（１１）その他

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
（１）学校の概要、目標及び計画

（２）各学科等の教育
（２）各学科等の教育

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する

    情報を提供していること。」関係

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（６）学生の生活支援
（６）学生の生活支援

（７）学生納付金・修学支援
（７）学生納付金・修学支援

（８）学校の財務
（８）学校の財務

（３）教職員
（３）教職員

（４）キャリア教育・実践的職業教育
（４）キャリア教育・実践的職業教育

（５）様々な教育活動・教育環境
（５）様々な教育活動・教育環境

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

当校は、公益法人の教育機関として社会的責務を果たすため教育内容、内部活動、外部活動、資格・表彰並びに学校経営に係る事項など、
運営の改善に資することを目的に情報の公開を行う。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
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https://sola.ac.jp/syokugyo-jissen/
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（別紙様式４－３）                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

○ 栄養学

食物、人体、環境要因という栄養学の基本を総
合的に学び、健康の保持・増進、そしてスポー
ツ選手の競技力向上に果たす栄養学の役割を充
分に理解することを目的とする。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 基礎理科Ⅰ
本授業の目的は、これから人体の構造と機能を
学ぶ上で必要となる生物学についての基礎知識
を身につける。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 基礎理科Ⅱ

化学物質の合成反応，構造，物性及びそれらの
利用に関して論述する。日常生活における化学
物質の役割とその功罪を理解させることを目的
とする。目標は化学物質の取扱と利用後の処理
に関する素養を身に付ける。

１
後

30 2 ○ ○ ○

○ 心理学

人間関係の中で生じる心理現象について
広く理解し、スポーツの現場や運動指導、
または施術などの臨床現場で患者との良好な関
係を形成、維持するための応用的な思考を身に
付ける。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 保健体育Ⅰ

スポーツに携わる者が知っておくべき運動の基
礎知識について学ぶ。さまざまなトレーニング
方法がもたらすそれぞれの効果を理解し、目的
に応じてトレーニング方法を選択し、処方でき
るようになる。

１
通

60 4 ○ ○ ○

○ 保健体育Ⅱ

スポーツに携わる者が知っておくべき運動の基
礎知識について学ぶ。さまざまなトレーニング
方法がもたらすそれぞれの効果を理解し、目的
に応じてトレーニング方法を選択し、処方でき
るようになる。

2
前

30 2 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（医療専門課程柔道整復師学科学科）令和4年度

分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○ 解剖学Ⅰ
医学の初学生である１年次学生が、人体の正常
な構造と機能を統合的に理解し、他の基礎科目
や専門科目を学ぶ上での基礎を確立する。

１
通

68 4 ○ ○ ○ ○

○ 解剖学Ⅱ
１年次で学習した人体の正常な構造と機能を統
合的に再度学習し、他の基礎科目や専門科目を
学ぶ上での基礎知識を身につける。

２
通

68 4 ○ ○ ○ ○

〇 解剖学Ⅲ

１･２年次に学んだ解剖学の内容について反復
学習することで、より理解を深めることを目的
とする。単に暗記に留まらずに、人体の個々の
形態、それらの関係を理解し、解剖学的思考を
養い、器官と構造の相互関係、形態と機能の相
互関係などについて臨床において必要な知識の
習得を図る。

３
 
前

34 2 〇 〇 〇

○ 生理学Ⅰ

柔道整復学の理論を正しく理解し根拠に基づい
た実践を行うため、人体の各器官がどのような
機能をもち、どのような役割分担をしている
か、また、どのように統合されているかを学習
する。

１
通

68 4 ○ ○ ○

○ 生理学Ⅱ

柔道整復学の理論を正しく理解し根拠に基づい
た実践を行うため、人体の各器官がどのような
機能をもち、どのような役割分担をしている
か、また、どのように統合されているかを学習
する。

２
通

68 4 ○ ○ ○

〇 生理学Ⅲ

1・2年次に学んだ生理学Ⅰ･Ⅱを正しく理解
し、人体の各器官がどのような機能をもち、ど
のような役割分担をしているか、また、どのよ
うに統合されているかを再確認する。

３
前

34 2 〇 〇 〇

○ 運動学Ⅰ
運動系の解剖生理学の基礎を学び総合的な理解
を深めることを目的とする。

２
通

68 4 ○ ○ ○

〇 運動学Ⅱ
運動系の解剖生理学の基礎を学び総合的な理解
を深めることを目的とする。

３
前

34 2 〇 〇 〇

○ 病理学概論

病理学の概略として１．病理学の意義、２．疾
病の一般、３．病因、４．疾病各論についての
講義を行い、学んだ知識が将来の自己学習の基
礎となりうるように学習することを目的とす
る。

２
通

68 4 ○ ○ ○



○ 一般臨床医学Ⅰ

一般的に内科学で扱われる日常臨床医学の基礎
を総論で学び、各論では疾患の定義、原因、症
状、検査、治療、予後などを、臨床の場におい
て多い代表的な疾患について学習する。

２
通

68 4 ○ ○ ○

〇 一般臨床医学Ⅱ

一般的に内科学で扱われる日常臨床医学の基礎
を総論で学び、各論では疾患の定義、原因、症
状、検査、

3
後

34 2 〇 〇 〇

○ 整形外科学

運動器の基礎知識と診察法、種々の検査法、治
療法、スポーツ整形外科、リハビリテーション
ならびに各疾患別各論と身体部位別疾患につい
て整形外科領域の専門的知識の修得を目的とす
る。

２
前

34 2 ○ ○ ○

○ 外科学概論

外科学の基礎となる総論的な事項とともに、日
常の臨床の場において遭遇することの多い代表
的な外科疾患を学ぶ。さらに実用的な内容にも
触れ適切な治療ができるような知識を身につけ
る。

２
後

34 2 ○ ○ ○

○
リハビリ
テーション
医学

患者の持つあらゆる障害に対処していかなけれ
ばならないリハビリテーション医学は、その需
要がさらに広がっている。広い知識を身に付け
社会の要請に応じられるような知識の修得を目
指す。

２
後

34 2 ○ ○ ○

〇
柔道整復学
の適応

柔道整復術の適応と非適応を知り医師との連携
を考えることが出来るようにすることを目的と
する

3
前

30 2 〇 〇 〇

○
社会保障制
度

社会保障制度近年、医療保険制度改革を始め、
柔道整復師を取り巻く環境やしくみは大きく変
化している。そのため社会保障制度のなかでも
柔道整復師に必要な、皆保険制度、療養費の支
給について学ぶ。

１
前

17 1 ○ ○ ○

○
公衆衛生
学・衛生学

医療と保健衛生との関わり、生活において健康
とは何かを学習する。

１
通

68 4 ○ ○ ○

○ 職業倫理

近年、医療従事者のモラルの低下が問われてお
り、私達柔道整復師も質の低下が問題視されて
いる。そのため、柔道整復師の歴史、倫理を学
び、現在の状況を分析し、医療従事者としての
あるべき姿を考える。

１
後

17 1 ○ ○ ○

○ 柔道実技Ⅰ

柔道整復師として柔道を正しく理解するため、
柔道技術の構造、精神および体育的価値を中心
に講義、実習する。受身、礼法、投の形の修得
を目標とする。

１
後

34 1 ○ ○ ○



○ 柔道実技Ⅱ
柔道整復師として柔道を正しく理解するため、
柔道技術の構造、精神および体育的価値を中心
に講義、実習する。

２
通

68 2 ○ ○ ○

〇 柔道実技Ⅲ
認定実技審査に向けた総仕上げをし、全員合格
できるように授業をすすめる

3
通

45 1 〇 〇 〇

〇 関係法規
柔道整復師として必要な法的知識、その教育を
通して柔道整復師としての倫理観の徹底、順法
精神の涵養等、医事関係法規を学ぶ。

３
通

68 4 〇 〇 〇

○
基礎柔道整
復学Ⅰ

柔道整復師の業務の中で最も重要な骨の損傷の
基礎を学ぶ、また関節可動域測定を学ぶ。

１
通

68 4 ○ ○ ○

○
基礎柔道整
復学Ⅱ

柔道整復師の業務範囲である脱臼と関節の損傷
の基礎を学ぶ、また体幹の損傷顎関節損傷を学
ぶ。

１
通

68 4 ○ ○ ○

〇
基礎柔道整
復学Ⅲ

1・２年生で学んだ柔道整復理論基礎の復習を
行い知識の整理と共に深く学ぶことを目指す。
外傷保存療法の経過および治癒の判定を含む。

３
前

34 2 〇 〇 〇

〇
総合基礎柔
道整復学

最も多く遭遇する骨折や脱臼軟部組織損傷を学
ぶ

３
後

34 2 〇 〇 ○

○
臨床柔道整
復学Ⅰ

柔道整復学総論を通じ、各論に繋がる骨折、脱
臼、軟部組織損傷に伴う損傷の知識習得を目的
とする。

１
通

68 4 ○ ○ ○

○
臨床柔道整
復学Ⅱ

指導管理と最も多く遭遇する捻挫・挫傷など軟
部組織損傷を学ぶ。頭蓋骨骨折や胸部の骨折を
学ぶ。

１
通

68 4 ○ ○ ○

○
臨床柔道整
復学Ⅲ

１年次で学んだ柔整基礎理論を基盤として、柔
道整復師が実際に触れる外傷を理論的に、柔道
整復術の意義、社会的役割を理解し、高度な専
門知識の修得を目指す。

２
通

68 4 ○ ○ ○

○
臨床柔道整
復学Ⅳ

１年次で学んだ柔整基礎理論を基盤として、柔
道整復師が実際に触れる外傷を理論的に、柔道
整復術の意義、社会的役割を理解し、高度な専
門知識の修得を目指す。

２
通

68 4 ○ ○ ○



〇
臨床柔道整
復学Ⅴ

骨折・脱臼・捻挫・打撲の治療の参考にするた
めの超音波画像を学ぶ。柔道整復術適応の臨床
的判定・医療画像の理解を含む

３
後

68 4 〇 〇 〇

〇
臨床柔道整
復学Ⅵ

柔道整復師が施術所で使用する物理療法機器等
の取り扱いを学び、安全に人体に使用できるよ
うになる

３
通

68 4 〇 〇 〇

○ 基礎実技Ⅰ

柔道整復師は、緩まず確実かつ合理的な包帯を
巻き、患部を安静に保つことが要求される。そ
のため臨床に基づいた技術の習得を目的とし、
副子、ギプス、テーピング等を行う。

１
通

68 2 〇 ○ ○ ○

○ 基礎実技Ⅱ
基本包帯法と軟部組織損傷の整復固定について
学ぶ。認定実技試験対策とする。

１
通

68 2 〇 ○ ○ ○

○ 柔整実技Ⅰ

１年次で学んだ柔整基礎理論を基盤として、柔
道整復師が実際に触れる外傷を理論的に、柔道
整復術の意義、社会的役割を理解し、高度な専
門知識の修得を目指す。

２
通

68 2 〇 ○ ○ ○

○ 柔整実技Ⅱ

柔道整復師が実際に触れる外傷を理論的に学
び、柔道整復術の意義、社会的役割を理解し、
医療に携わるものとして社会からの信頼と尊敬
を得るような人間性の向上と医学的知識の習得
を促す。

２
通

68 2 〇 ○ ○ ○

○ 柔整実技Ⅲ

柔道整復師が実際に触れる外傷を理論的に学び、柔
道整復術の意義、社会的役割を理解し、医療に関わ
るものとして社会からの信頼と尊敬を得るような人
間性の向上と医学的知識の習得を促す。

２
通

68 2 〇 ○ ○ ○

〇 柔整実技Ⅳ
高齢者の外傷予防、競技者の外傷予防を学ぶ、また
この教科に臨床実習前試験を追加する下肢脱臼・上
肢脱臼復習

３
通

68 2 〇 〇 〇 〇

〇 柔整実技Ⅴ

柔道整復師が実際に触れる外傷を理論的に学び、柔
道整復術の意義、社会的役割を理解し医療に携わる
ものとして社会からの信頼と尊敬を得るような人間
性の向上と医学的知識の習得を促す。

３
後

34 1 〇 〇 〇 〇

〇 柔整実技Ⅵ
柔道整復師として患者の主訴を理解するために体表
解剖を学ぶ。

３
通

102 3 〇 〇 〇 〇

〇 柔整実技Ⅶ

柔道整復師が実際に触れる外傷で、認定実技診査項
目を学ぶ。柔道整復術の意義、社会的役割を理解
し、医療に携わるものとして社会からの信頼と尊敬
を得るような人間性の向上と医学的知識の習得を促
す。

３
通

102 3 〇 〇 〇 〇

○ 臨床実習Ⅰ
柔道整復師として患者の主訴を理解するために
体表解剖を学ぶ。

１
通

45 1 〇 ○ ○ ○



○ 臨床実習Ⅱ
柔道整復師として患者に対する心得と臨床に必
要な基本的手技、整復法、固定法などを見学し
て学ぶ。

２
通

45 1 〇 ○ ○ ○

〇 臨床実習Ⅲ
柔道整復師として患者に対する心得と臨床に必
要な基本的手技、整復法、固定法などを学ぶ。

３
通

45 1 〇 〇 〇 〇

〇 臨床実習Ⅳ

柔道整復師として患者に対する心得と臨床に必
要な基本的手技、整復法、固定法などを学ぶ。
また、接骨院だけでなく介護施設や病院での働
き方を学ぶ。

３
通

45 1 〇 〇 〇 〇

○ 総合演習Ⅰ

スポーツに携わる者が知っておくべき基礎知識
について学ぶ。様々なトレーニング方法がもた
らす効果を理解し、目的に応じてトレーニング
方法を選択し、処方できるようになる。

１
前

30 2 ○ ○ ○

○ 総合演習Ⅱ

スポーツに携わる者が知っておくべき基礎知識
について学ぶ。様々なトレーニング方法がもた
らす効果を理解し、目的に応じてトレーニング
方法を選択し、処方できるようにする。

２
通

60 4 ○ ○ ○

〇 総合演習Ⅲ
接骨院でよく遭遇する外傷と鑑別法、治療法を
学ぶ

３
後

30 2 〇 〇

　　　52科目

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業条件：学科の教育課程に定められた必修科目のうち、卒業学年度までに履修しなけれ
ばならない科目を修得した者。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 17週

（留意事項）

合計 2829 単位時間( 139 単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。


